
令和７年度分
軽油引取税免税証（農業用）交付申請の集合受付について

○�　総合県税事務所山本支所での受付は、令和７年２月３日（月）から行う予定ですが、一度の来
所で済む郵送での申請もご利用ください。郵送申請の際は、１１０円切手を貼った返信用封筒も
同封してください。郵送申請の受付期間は令和６年１２月１日（日）から令和６年１２月３１日（火）ま
で（消印有効）となります。
○�　詳細は「美の国あきた（県ウェブサイト）」をご覧ください。（コンテンツ番号：６６３０８）

【お問い合わせ先・送付先】
　　秋田県総合県税事務所　課税部　課税第二課
　　　住所：秋田市山王４－１－２
　　　ＴＥＬ　０１８－８６０－３３４１　ＦＡＸ　０１８－８６０－３３３３

地　　　域 受　付　日 時　　　間 会　　　　　場

能 代 地 区 令和６年１１月１9日㈫
２０日㈬ 午前１０時～午前１１時３０分

午後１時～午後２時３０分
山本地域振興局
（３階　大会議室）二ツ井地区

藤 里 町 令和６年１１月２１日㈭

●集合受付日程

※�地域ごとの区分は混雑分散が目的ですので、指定日程の都合が悪い場合は、別の日にちにお越しいた
だいても構いません。

※午前の受付よりも、午後の受付の方が混雑が少なく、比較的短い時間で手続きをすることができます。
※�皆様の待ち時間短縮のため、書類は記入のうえでお越しくださるよう御協力をお願いします。（書き
方がわからない場合でも、住所・氏名・連絡先はあらかじめ記入してください。）

　当組合で免税軽油購入証明書の取得を希望される方は、事前に最寄りの各ＪＡ給油所に連絡し
てからご来店下さるようお願い致します。
能代給油所　0185-58-3940　二ツ井給油所　0185-73-5112　藤里給油所　0185-79-1011

①�　申請に必要な書類については、前回免税証交付時にお渡しした「農業用免税証交付申請の手続
きについて」または「美の国あきた（県ウェブサイト）」をご覧ください。

（コンテンツ番号：７６８９）
　�　各書類は課税第二課及び県税事務所各支所で配布しています。また、一部を除きウェブサイト
よりダウンロード可能です。

②�　申請内容・書類に不備があり、連絡がつかない等の場合、希望どおりの交付にならない場合が
ありますので、申請書に日中連絡のつく連絡先を必ず記入してください。

③�　集合受付時に報告書の提出が間に合わない場合は、前回交付した免税証の有効期限（=報告対
象期間の末日）から、１か月以内に提出をお願いします。（集合受付時に必ずしも提出しなくて
よく、後日の提出となっても構いません。）

●注意事項

農業者の皆様へ
農地貸借（売買）の方法が変わります！

　農業経営基盤強化促進法（基盤法）の改正により、令和７年３月末で農用地利用集積計画による
利用権設定はできなくなります。
　令和７年４月から農地貸借（売買）の方法は、農地中間管理機構（機構）を介した促進計画、農
地法３条に基づく農業委員会許可の２つとなります。

令和５年度 令和６年度 令和７年度

相対
集積計画（基盤法）

機構を介した手続き
集積計画（基盤法）

機構を介した手続き
促進計画（機構法）

農業委員会の許可
（相対）
農地法３条

　これまで市町村が作成した農用地利用集積計画から機構を介した農用地利用集積等促進計画に一
本化

※農地法に基づき農業委員会の許可を受けて相対の権利設定を行うことは可能です。
※地域計画策定済の地区では、前倒しで促進計画への切替が必要です。

貸し手のメリット
●�賃料は機構から確実に振り込まれます
●�貸した農地は、貸付期間終了後、返却される
ので安心です（再契約も可能）

●�機構に貸し付けた農地について、税制優遇が
受けられます

借り手のメリット
●�まとまった農地を長期間、安定的に借受でき
ます

●�複数所有者から農地を借りる場合であっても、
賃料支払事務が軽減されます

●�仮に耕作できなくなっても、機構が新たな受
け手を探すため、無理なく借りられます

地域のメリット
●機構集積協力金の申請、受取が可能です（使い道は地域で自由に決定）
●農家負担ゼロの条件整備が受けられます

☆メリットについては各種要件を満たす必要がある場合があります。
☆制度の詳細は、農林水産省ＨＰをご利用ください！
　ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｍａｆｆ．ｇｏ．ｊｐ／ｊ／ｋｅｉｅｉ／ｋｏｕｋａｉ／ｋｉｋｏｕ／ｎｏｕｃｈｉｂａｎｋ．ｈｔｍｌ

お問い合わせ先
秋田県農業公社（機構）　TEL０１８－８９３－６２２３
能 代 市 農 業 委 員 会　TEL０１８５－８９－２９３５

機構活用のメリット

検索農地バンク／農地中間管理機構

令和７年３月末まで利用可
※地域計画策定後は利用不可

市町村から機構へ
令和６年６月２０日までに提出
するものが利用可

令和６年７月以降切替

利用継続

射手座（11・23～12・21）　交友関係が活発化。一緒に頑張れる仲間が見つかりそう。セミナーや趣味の集まりへの参加も吉。落とし物には注意山羊座（12・22～1・19）　運勢は荒れ模様。思い通りにならないことが多いですが明るい兆しも見えています。ブレずに目的に向かってまい進を17 16
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　当ＪＡでは、電話による皆様からのさまざまな
苦情や相談を受付する専用窓口を設置しておりま
す。寄せられた苦情や相談などに対し誠実に対応
してまいりますので、遠慮なくご利用下さい。

連絡先（フリーダイヤル）
０１２０-９１８-３７１０１２０-９１８-３７１

ＪＡ相談窓口をご利用下さい

【報告事項】

◇庶務行事について

◇７月末経営実績について

◇組合員の異動について

◇土地建物の賃貸について

◇第１・四半期末随時監査報告書について

◇員外貸付の実績について

◇貸出基準金利の変更について

◇令和６年産米集荷推進運動について

◇令和６年度農産物検査員の配置について

◇令和５年度カントリーエレベーター調整額徴

収の結果について

◇営農・経済事業　成長・効率化プログラム

２０２３年度実績について

【案件】

◇令和６年度カントリーエレベーター利用料金

の電気料・燃料費調整額の決定について

◇座談会の開催について

◇あきた白神農業協同組合企業年金規約の一部

変更について

◇理事者に対する貸付について

◇共済事業の共同実施に関する契約書の再締結

について

◇ＪＡあきた白神指定特定施設入居者生活介護

事業所および介護予防特定施設入居者生活介

護事業運営規程の一部変更について

８ 月 の 理 事 会Ｊ Ａ 概 況
ＪＡ概況 Ｒ６年８月末 Ｒ５年８月末

貯 金 ４４０億９，５７５万円 ４４１億４，２１２万円
貸 出 金 ６６億５，３３４万円 ６２億２４１万円
出 資 金 １９億３，４３４万円 １９億５，９９６万円
正 組 合 員 ３，２７６人 ３，３６７人
正組合員戸数 ３，１７１戸 ３，２５５戸
准組合員（個人） ３，４１９人 ３，４００人
准組合員（団体） １４５ １４６

青 果 物 販 売 実 績
青果物販売高 Ｒ６年８月末 Ｒ５年８月末
白 神 ね ぎ ５１０，４１０千円 ４９９，０４３千円
白 神 山 う ど ５，１４７千円 ６，４４８千円
白神みょうが １５，０４１千円 １６，５１０千円
白神きゃべつ ７１，９７４千円 ７０，０２２千円
アスパラガス ２，８６３千円 １，９９４千円
そ の 他 ４３，０９８千円 ４６，２２１千円
青 果 物 合 計 ６４８，５３３千円 ６４０，２３８千円

ＪＡ共済事故受付センター
0120-258-931

◎�営業時間内は0185-74-8442（共済課）までご連
絡ください。

万が一、事故が起きたとき

ＪＡバンク・キャッシュカード紛失共同受付センター
0120-411-180

ＪＡカード一体型をなくしたとき
0120-159-674

◎営業時間内は各支店窓口にお問い合わせください。

キャッシュカードをなくしたとき

　「令和の米騒動」ともいわれるほど、全国的なお
米の品薄状態には驚きました。当ＪＡのホームページ
に掲載している「白神の彩り宅急便」で「あきたこま
ち５㎏」をネット販売しておりますが、８月に入ったら
連日のように注文が舞込み、こんなに人気があった
のかと錯覚してしまうほど。
　この広報誌が発行される頃には白神管内も稲刈
りがすでに始まっており、令和６年産米も市場に出回
り、米騒動も落ち着くと思いますが、お米は私たちの
食生活に欠かせない食べ物。最近、食糧危機の記事
も散見されているので、可能な範囲で食料備蓄の必
要性を考えさせられました。	 （山須田）

ポイント数 交　換　商　品
　　３００点 ＢＯＸティッシュ５個入
１，０００点 ＪＡあきた白神給油券１，０００円分
３，０００点 いとく商品券３，０００円分

藤 里 給 油 所 ☎0185-79-1010

ポイント数 交　換　商　品
　　３００点 ＢＯＸティッシュ５個入
　　５００点 トイレットペーパー６ロール
１，０００点 ＪＡあきた白神給油券１，０００円分
３，０００点 いとく商品券３，０００円分

５，０００点 エンジンオイル交換１回無料
（エレメント代は別途いただきます）

ハートパークふたつい
☎0185-73-5112

ポイント数 交　換　商　品
３００点 ＢＯＸティッシュ５個入
５００点 みょうが館お買い物券５００円分
１，０００点 ＪＡあきた白神給油券１，０００円分
３，０００点 ガソリン・軽油１カ月５円引きチケット

５，０００点 ガソリン・軽油２カ月５円引きチケット
オイル交換１回無料（エレメント代は別途）

３５０点～１，０００点
洗車セットメニュー半額
・シャンプー３５０点　・ワックス５００点
・撥水６５０点　・シルキー８００点
・ティアラコート１，０００点

サンピットのしろ
☎0185-58-3940

ＪＡ–ＳＳキャッシュ
メンバーズカード

会員メリットのご紹介

貯まったポイントは各商品と
交換ができます！

ガソリン・軽油が会員
特別価格でご利用いた
だけます。

お 得 その１
入会金・年会費
無料

お 得 その２
ガソリン・軽油・灯油
１㍑／1ポイントたまる！

お 得 その３

LINEに登録しませんか！
各給油所の最新情報を定期的
に配信しています。是非登録
お願いします。

サンピットのしろ ハートパークふたつい 藤 里 給 油 所

魚座（2・19〜3・20）　先人の考えに触れれば得るものがたくさんあります。読書もお勧めです。先輩の意見も参考に。古都探訪にツキ 水瓶座（1・20〜 2・18）　追い風が吹き状況に進展があります。その中で新しい課題も見えてくるでしょう。ポジティブ思考が吉と出ます19 18
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ＪＡ広報しらかみ
白神山地を背に営む農業と生活の応援団

●提携金融機関カードのお取扱時間
平日・土・日・祝 8：00～21：00
※ATMコーナーによっては営業時間が異なりますのでご注意ください。

●お取扱業務
　キャッシュカードによる
「現金のお引出し」、「振込」、「残高照会」

※法人カードはサービスの対象外となります。
※提携金融機関の通帳はご利用できません。

●通常、他の金融機関のATMをご利用の際に
ご負担いただく「利用手数料110円」（消費
税込み）が「秋田あったかネット」加盟５
金融機関どうしのATMであれば無料になり
ます。

ATMの「利用手数料」が相互に無料

※ステッカー表示のないATMコーナーはサービスの対象外となります。
ご確認のうえご利用ください。
※時間外手数料および振込手数料につきましては、各金融機関所定の
手数料が掛かります。手数料の金額・適用時間につきましては金融機
関ごとに異なります。

　くわしくは各金融機関の窓口またはホームページでご確認ください。

【お問い合わせ先】
　本店・金融課　　0185-74-8441
　のしろ北支店　　0185-52-6326
　二 ツ 井 支 店　　0185-73-5700
　藤 里 支 店　　0185-79-1145

毎日の安心・美味しいをおうちまで

「安全・安心」
にこだわり

その①

安心の
国産原料

その③
地球環境にも配慮
して商品開発を
行っています

その②

お問い合わせ：ＪＡあきた白神
経　　　済　　　課　７４ － ８３４８
二ツ井配送センター　７３ － ２７２４
藤里営農センター　７９ － １６４４

ＪＡくらしの 宅配便

インターネットで
注文できるＪＡの
宅配サービス

新規登録受付新規登録受付


